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紫陽花

■ 6月の税務と労務
国 税/5月分源泉所得税の納付   地方税/個人の道府県民税・都民税

6月 10日      及び市町村民税・特別区民
国 税/所得税の予定納税額の通知     税の納付 (第 1期分 )

6月 15国      市区町村の条例で定める園
国 税/4月決算法人の確定申告   労 務/健康保険・厚生年金保険被

(法人税・消費税等)6月 30日     保険者賞与支払届
国 税/10月決算法人の中間申告           支払後 5国以内

6月 30回  労 務/児童手当現況届 (市区町村
国 税/7月 、10月 、 1月決算法人     役場から通知が届いた場合 )

の消費税等の中間申告               6月 30日

(年 3回の場合)6月 30日

―

租税特別措置

特定の政策目的を実現するため、対象者や期間を限定して設け

られる税負担の軽減措置が「祖税特別措置」です。中小法人に射す

る法人税率の軽減ヽ措置など適用件数の多い措置もある一方、なか

には政策効果が低いものもあり、内閣官房の租税特別措置・補助

金見直し担当室で、通正化に向けた議論が行われています。

近 藤  猛
T791-8036
松山市高 岡町 127番地 8
TEL 089-973-7577
FAX 089-973-7559

税 理 士

中小企業100景

中小企業にとって大手不足は深刻な課題

ですが、その解決策は「貝日戦力人材の確保」

だけではありません。十人十色の個性を受

け止め、活かすことで、会社そのものが強

くなる。株式会社ファイヴエーカンパ二十(東

京・世田谷区)の挑戦をご紹介 します。

同社代表の間宮孝洋氏は、かつてヘビメ

タバンドに情熱を注いだ青年でした。バイ

ト先だったビルメンテナンス業に正社員と

して就職し、独立して会社を興した経歴は、

一見すると異色です。しかし「どうせ時間

を使うなら、しっかりやろう」という姿勢は、

音楽も仕事も一貫しています。

現在、同社には約600名 の登録スタッフ

が在籍し、日常清掃を担うスタッフの平均

年齢は72歳。「仕事を通じて安心できる居

～十人十色、虹のような会社を目指して～

中小企業における多様な人材活用のかたち

場所をつくる」ことが重要なテーマで、そ

の象徴が2019年 に誕生した「業務サポー

ト部 ハッピー課」。退職時の卒業証書や誕

生日の手書きメッセージなど、一人ひと
'ヅ

を大切にする文化が根付いています。

一方で、定期清掃や巡回清掃では若者が

活躍しています。二一卜や引きこも
',と
呼

ばれてきた若者に働く機会を提供したこと

をきっかけに、「社会との接点」を会社が担

う役割を意識するようになりました。給料

以上に「居場所があること」を喜ぶ声が、

職場を支えています。

間宮氏は「ミッションとは、与えられた

命をどう使うか」と語ります。年齢も背景

も異なる人材が、それぞれの色を失わずに

輝く。ファイヴエーカンパニーの姿は、多

様な人材活用が中小企業の未来を照らす

“虹"になり得ることを示しています。

協
クローズアップ境注

倫理資本主義

最近の中小企業経営において注目すべき

大きな潮流が「イ面値観の転換」です。目ま

ぐるしい変化にさらされ、経済性や効率性、

成長性だけを最優先する考え方は揺らぎ、

持続可能性や地域との関係、働く人の幸せ、

信頼といった要素が企業評価の重要な軸に

なりつつあ
'ジ

ます。

これまで成功とされてきた量的成長は限

界を迎え、「何のために成長するのか」「誰

のための経営か」が問われています。また、

相互扶助で支えられてきた信頼の文化が弱

まる中で、企業には関係性を再構築する役

割が求められています。

こうした流れを象徴するのが「倫理資本

主義」です。利益と社会的な善を両立 し、

誠実さや透明性を重視する企業が評価され

る時代。中小企業は、地域とのつながりや

社員との信頼という強みを生かし、企業の

存在意義を自らの言葉と行動で示すこと

が、これからの競争力につながっていきます。

6月 号 ―-4

期
待
高
ま
る

「リ
ス
キ
リ
ン
グ
」

大
手
不
足
が
続
く
中
、
人
材
育
成

の
手
段
と
し
て
「リ
ス
キ
リ
ン
グ

（学

び
直
し
江

へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い

ま
す
。
Ａ
Ｉ
や
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
の
導
入
、

デ
ー
タ
活
用
な
ど
、
新
し

い
ス
キ
ル

が
登
場
し
、
中
小
企
業
で
は
業
務
の

属
人
化
や
デ
ジ
タ
ル
導
入
の
遅
れ
、

ベ
テ
ラ
ン
層
と
の
ス
キ
ル
ギ
ャ
ッ
プ

が
課
題
に
な
り
や
す

い
状
況
で
す
。

そ
の
た
め
、
「最
低
限
の
デ
ジ
タ
ル

リ
テ
ラ
シ
ー
」
は
競
争
力
維
持
の
条

件
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
リ
ス
キ
リ
ン
グ
に
取
り
組

む
企
業
で
は
、
社
員
が
仕
事
に
自
信

を
持
ち
や
す
く
な
り
、
主
体
性
も
高

ま
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
「入
社
３

年
後
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て

ほ
し
い
の
か
」
「ど
の
ス
キ
ル
を
身

に
つ
け
て
ほ
し
い
の
か
」
を
明
確
に

し
、
そ
の
た
め
の
学
び
の
機
会
を
用

意
す
る
こ
と
は
、
若
手
の
離
職
防
止

と
生
産
性
向
上
に
直
結
し
ま
す
。



つ
い
て
解
説
い
た
し
ま
す
。

一
般
的
に
、
増
資
や
減
資
な
ど
の

手
続
き
は
、
大
企
業
や
中
堅
企
業
が

行
う
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
か
と
思

い
ま

す
が
、
中
小
企
業
に
お
い
て
も
、
過

去

の
経
緯
か
ら
資
本
金

の
額
が
実
態

に
見
合
わ
ず
、
結
果
と
し
て
税
負
担

が
重
く
な

つ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
散
見

さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
減
資
を
行
う

こ
と
が
、
比
較
的
取
り
組
み
や
す
く

効
果
的
な
節
税
策
と
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

中
小
企
業
に
お
け
る
減
資

の
税
務

上
の
メ
リ
ッ
ト
や
減
資

の
方
法
、
実

施
に
際
し
て
の
留
意
点
に
つ
い
て
解

説
し
ま
す
。

幹

欝

ギ
餓

ゞ

資
本
金
１
億
円
以
下
の
中
小
企

業
が
適
用
で
き
る
税
制
措
置

。
　
年
間
８
０
０
万
円
ま
で
の
交

際
費

の
損
金
算
入

・

少
額
減
価
償
却
資
産
の
即
時

償
却

・

年
８
０
０
万
円
以
下
の
所
得

に
対
す
る
法
人
税
率

の
軽
減

・

特
定
同
族
会
社
の
留
保
金
課

税

の
対
象
外

・

繰
越
欠
損
金
の
１
０
０
％
控
除

・

外
形
標
準
課
税

の
対
象
外

。

そ
の
他
、
試
験
研
究
費

の
税

額
控
除
や
中
小
企
業
投
資
促
進

税
制
な
ど
の
各
種
優
過
措
置

閉
　
中
小
企
業
が
減
資
を
行
う
意
味

中
小
企
業
に
と
っ
て
も
、
資
本
金

額
は
税
務
上

の
重
要
な
要
素

で
す
。

法
人
税
法
上

の

「
資
本
金
等

の
額
」

（株
主
か
ら

の
出
資
額
で
あ
る
資
本

金
や
資
本
準
備
金
等
を
税
務
上
に
調

整
し
た
も

の
）
は
、
地
方
税

の

「
均

等
割
」
の
算
定
基
準
と
な
り
ま
す
。

中
小
企
業
で
も
、
信
用
力
向
上
や

事
業
拡
大
を
目
的
と
し
た
増
資
、
内

部
留
保

の
資
本
組
み
入
れ
、
さ
ら
に

は
過
去

の
グ
ル
ー
プ
内
再
編

（合
併

や
株
式
交
換
な
ど
）
に
よ
つ
て
、
実

り
ま
す
。
最
後
に
、
減
資
を
行
う
際

の
留
意
点
や
、
均
等
割
の
押
さ
え
て

お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
ま
す
。

側
　
地
方
税
の
均
等
割
の
基
準

地
方
税

の
均
等
割
は
、
「
資
本
金

等

の
額
」
お
よ
び

「
従
業
員
数
」
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
従
業
員

数
に
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

口
　
対
象
と
な
る
会
社

資
本
金
等

の
額
が
１
０
０
０
万
円

を
超
え
る
会
社
が
減
資
を
行
う
こ
と

で
、
地
方
税

の
均
等
割

の
負
担
を
軽

減
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

側
　
有
償
減
資
は
配
当
額
に
注
意

有
償
減
資
で
は
、
株
主
に
資
産
を

払

い
戻
し
、
資
本
金
と
資
本
準
術
金

を
減
少
さ
せ
る
こ
と
で
、
税
務
上
の

「
資
本
金
等

の
額
」
を
引
き
下
げ
る

こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
「
み
な
し
配
当
金
額
」
が

高
額
と
な
る
場
合
は
注
意
が
必
要
で

す
。
側
　
欠
損
填
補
に
よ
る
無
償
減
資

無
償
減
資
に
よ
り
欠
損
金
を
填
補

す
る
場
合
、
税
務
上
の

「
資
本
金
等

の
額
」
か
ら
減
資
額
を
控
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
、
地
方
税

の
均
等

割
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

態
以
上
に

「資
本
金
等

の
額
」
が
大

き
く
な
つ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
改
め
て
現
状
を
確

認
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

な
お
、
平
成
２７
年
度
の
税
制
改
正

に
よ
り
、
地
方
税

の
均
等
割
区
分
の

判
定
基
準
が

「
資
本
金
等

の
額
」
と

「
資
本
金

＋
資
本
準
備
金
」
を
比
較

し
て
大
き

い
方
の
金
額

へ
と
変
更
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
法
人
税
法
上
の

「資

本
金
等

の
額
」
を
減
ら
し
た
と
し
て

も
、
「
資
本
金

＋
資
本
準
備
金
」

の

額
が
維
持
さ
れ
て
い
れ
ば
均
等
割
額

は
下
が
り
ま
せ
ん
。
地
方
税

の
均
等

割
額

の
区
分
を
下
げ
る
た
め
に
は
、

無
償
減
資
に
よ
り
資
本
金
又
は
資
本

準
備
金
を
そ
の
他
資
本
剰
余
金
に
振

り
替
え
、
「
資
本
金

＋
資
本
準
術
金
」

の
合
計
額
自
体
を
減
少
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
点
に
ご
留
意
く
だ
さ

い
。

中
小
企
業
も
知

っ
て
お
き
た
い

印期牌帥し、減膊報Γは前畔碑脚理韓蝶倒絲φ説砲滅釣胸

鞘
醐脚洵岬博麟甲鈍
誕
講
拠
錨
説

減
資
に
よ
る
節
税
ス

ま
た
、
減
資
に
は
、
主
に

「
有
償

減
資
」
と

「
無
償
減
資
」
の
２
種
類
が

あ
り
ま
す

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
し

ま
す
。

側
　
有
償
減
資

有
償
減
資
と
は
、
会
社

の
資
本
を

減
少
さ
せ
、
株
主
に
対
し
て
現
金
等

の
資
産
を
払

い
戻
す
手
続
き
を
指
し

ま
す
。

□

田

回

国

国

株
主
に
対
し
て
資
産
を
払

い
戻
す

こ
と
で
、
資
本
金
と
資
本
準
備
金
を

減
少
さ
せ
、
税
務
上
の
資
本
金
等

の

額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
で
、
地
方
税

の
均
等
割
額

の
区
分
を
軽
減
で
き
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

会
社
法
上
の
実
務
と
し
て
は
、
減

資

の
決
議
に
加
え
て
、
別
途

「
剰
余

金
の
配
当
」
に
関
す
る
普
通
決
議
を

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
減
資

の
効

力
発
生
日
以
降
に
こ
の
配
当
を
実
施

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
＞」
の
際
、

税
務
上
は

「
み
な
し
配
当
」
と
し
て

課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ
の
み
な

し
配
当

の
金
額
が
高
額

に
な
る
場

合
、
株
主
側
で
は
総
合
課
税

（所
得

税

・
住
民
税
を
合
わ
せ
て
最
高
税
率

５５
％
）

の
対
象
と
な
る
た
め
、
有
償

減
資
を
検
討
す
る
際
の
大
き
な
懸
念

点
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

側
　
無
償
減
資

有
償
減
資
が
株
主
に
資
産
を
払

い

戻
す
手
続
き
で
あ
る
の
に
対
し
、
無

償
減
資
は
株
主

へ
の
払

い
戻
し
を
行

わ
ず
に
資
本
金
を
取
り
崩
す
手
続
き

を
指
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た

剰
余
金
は
、
そ
の
他
資
本
剰
余
金

ヘ

の
振
り
替
え
や
、
繰
越
利
益
剰
余
金

の
マ
イ
ナ
ス

（欠
損
）
の
填
補
に
充

て
ら
れ
ま
す
。

通
常

の
無
償
減
資
で
は
、
資
本
金

等

の
額
は
減
少
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し

前
記
同
様
、
平
成
２７
年
度
の
税
制
改

正
に
よ
り
、
欠
損
填
補
（赤
字
填
補
）

に
充
て
る
た
め
の
無
償
減
資
を
行

っ

た
場
合
、
法
人
住
民
税
の
均
等
割
の

基
準
と
な
る

「資
本
金
等

の
額
」
か

ら
減
資
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
、
地
方
税
の
均
等
割
額
の
区

分
を
軽
減
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。こ

こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
中

小
企
業
が
資
本
金
等

の
額
を
減
資
す

る
こ
と
で
、
地
方
税

の
均
等
割
額
を

軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
が
あ

l側
　
大
企
業
の
減
資
の
メ
リ
ッ
ト

近
年
、
大
企
業
が
減
資
を
行
う
事

例
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
背

景
に
は
中
小
企
業
が
適
用
で
き
る
税

務
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
く
関
係
し

て
い
ま
す
。

特
に
、
資
本
金
が
１
億
円
を
超
え

る
企
業
が
、
減
資
な
ど
に
よ
り
１
億

円
以
下
と
な
つ
た
場
合
に
は
、　
一
定

の
要
作

の
下
で
、
次

の
よ
う
な
税
制

上
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受

で
き
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

器

(

ミ

2

減
資
と
は

減
資
と
は
、
会
社

の

「
資
本
金
」

を
減
ら
す
こ
と
で
す
。
主
な
手
続
き

と
し
て
は
、
株
主
総
会
の
決
議

（特

別
決
議
）
と
債
権
者
保
護
手
続

（公

告
及
び
催
告
）
を
経
る
必
要
が
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有償減資と無償減資の比較概要

一務
上

の
留
意
点

株主総会決議 減食の特別決議・配当の普通決議 減資の特別決議

債権者保護手続 宮報公告 十 催告
企業のキャッシュ

アウト等
あ り 声t「 し

減資にかかる
企業の課税関係

・資本金等の額及び利益積立金額に変動
⇒地方税の均等割額の軽減の可能性あり
。みなし配当にかかる源泉徴収・納付手続

・原則として資本金等の額に減額変動なし
。例外として欠損填補として行う場合、
減額変動あり
⇒地方税の均等割額の軽減の可能性あり

株主への対価 あ り な し

株主の課税関係 あり(みなし配当課税/最高税率 550/0) な し

有償減資 無償減資
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